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検診・検査の変更点など
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内 容 ① （精度管理部門）

1 第4期特定健診・特定保健指導における変更点

(1)標準的な質問票の変更について

(2)随時中性脂肪の追加について

(3)HDLコレステロール受診勧奨判定値（要精検）の廃止

2 eGFRの結果表示について

3 検査項目名（γ-GTP）の変更について

4 LGBTの結果書対応について

5 検体コメントについて

6 がん検診理解度CHECKの更新について

7 特殊健康診断（騒音作業健康診断）の聴力検査について

8 特殊健康診断における握力検査の判定について

9 血液像検査の判定について

10 肺機能検査の判定について



内 容 ② （集団健診部門）

11 健康診断受診票の変更

(1)第四期特定健診の標準的な質問票の変更を反映

(2)飲酒量目安（１合）表記・対外医療機器問診欄追加

12 協会けんぽ生活習慣病予防健診における付加健診補助対象

年齢の拡大

13 オンライン資格確認について

14 事業団ホームページの更新について



1 第4期特定健診・特定保健指導における変更点

(1)標準的な質問票の変更について

標準的な健診・保健指導プログラム（令和6年度版）（以後、第4期プログラム）より、
標準的な質問票の喫煙、飲酒頻度、飲酒量、保健指導受診歴が変更されたため、これに
準拠して問診内容を変更する。

喫煙について、生涯非喫煙者と禁煙者では、禁煙者の方が生涯非喫煙者に比して疾患リ
スクが高いことや再喫煙のリスクがあることなど、非喫煙者と異なる保健指導が必要なことから
選択肢が変更された。

現行内容 改正内容

質問8
現在、たばこを習慣的に吸っている。
（※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、
「合計１００本以上、又は６ヶ月以上
吸っている者」であり、最近１ヶ月間も吸ってい
る者）

回答
①はい ②いいえ

質問8
現在、たばこを習慣的に吸っていますか。
（※「現在、習慣的に喫煙している者」とは、条件１と条件２を両方満たす
者である。
条件１：最近１ヶ月間吸っている
条件２：生涯で６ヶ月間以上吸っている、又は合計１００本以上吸って
いる

回答
①はい（条件１と条件２を両方満たす）
②以前は吸っていたが、最近１ヶ月間は吸っていない（条件２のみ満た
す）
③いいえ（①②以外）



1 第4期特定健診・特定保健指導における変更点
(1)標準的な質問票の変更について
生活習慣病のリスクを高める飲酒習慣があるものを特定するために細分化された。

現行内容 改正内容

質問18
お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を
飲む頻度

回答
①毎日 ②時々
③ほとんど飲まない（飲めない）

質問18
お酒（日本酒、焼酎、ビール、洋酒など）を飲む頻度はどれくらいですか。
（※「やめた」とは、過去に月１回以上の習慣的な飲酒歴があったもののうち、
最近１年以上酒類を摂取していない者）

回答
①毎日 ②週５～６日 ③週３～４日
④週１～２日 ⑤月に１～３日 ⑥月に１日未満
⑦やめた ⑧飲まない（飲めない）

質問19
飲酒日の１日当たりの飲酒量
日本酒１合（１８０ｍｌ）の目安
ビール５００ｍｌ、焼酎（２５度（１１０
ｍｌ））、ウイスキーダブル１杯（６０ｍ
ｌ）、ワイン２杯（２４０ｍｌ）

回答
①１合未満 ②１～２合未満
③２～３合未満 ④３合以上

質問19
飲酒日の１日当たりの飲酒量
日本酒１合（アルコール度数１５度１８０ｍｌ）の目安
ビール（同５度・５００ｍｌ）、焼酎（同２５度・１１０ｍｌ）、ワイン
（同１４度・１８０ｍｌ）、ウイスキー（同４３度・６０ｍｌ）、缶
チューハイ（同５度・約５００ｍｌ、同７度・約３５０ｍｌ）

回答
①１合未満 ②１～２合未満
③２～３合未満 ④３～５合未満 ⑤５合以上



1 第4期特定健診・特定保健指導における変更点

(1)標準的な質問票の変更について

特定健診を受診することだけを目的とせずに、健診結果に応じて、その後の特定保健指導
を受け、生活習慣の改善の必要性があることの自覚を促す。また、これまでの特定保健指導
の利用歴を想起することで、自分自身の生活習慣を振り返ることにもつなげていくために変更
された。

現行内容 改正内容

質問22
生活習慣の改善について保健指導を受ける
機会があれば、利用しますか。

回答
①はい ②いいえ

質問22
生活習慣の改善について、これまでに特定保健指導を受けたことがありますか。

回答
①はい ②いいえ



1 第4期特定健診・特定保健指導における変更点
(2)随時中性脂肪の追加について

第4期プログラムにおいて、随時採血時の基準値が定められた。保健指導階層化にも用いる。
特定健診において、空腹時とは絶食10時間以上、随時とは食事開始時から3.5時間以上絶食10時間未満に採血が
実施されたものとされ、現場の運用に変更はない。

【根拠】
動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版より、脂質異常症診断基準について、食事
の影響を受けやすい中性脂肪の基準値に、随時採血時の値「175㎎/dL以上」が追加
された。

■現在

■R6年度～

単位 異常認めず 要指導 要精検 要継続治療

中性脂肪 mg/dL ～149 150～299 300～ ※

単位 異常認めず 要指導 要精検 要継続治療

空腹時中性脂肪 mg/dL ～149 150～299 300～ ※

随時中性脂肪 mg/dL ～174 175～299 300～ ※

＊既往歴問診で”服薬中”・”観察中”の場合には、検査結果に関係なく”要継続治療”とする。

＊既往歴問診で”服薬中”・”観察中”の場合には、検査結果に関係なく”要継続治療”とする。



1 第4期特定健診・特定保健指導における変更点

(3)HDLコレステロール受診勧奨判定値（要精検）の廃止

第4期プログラムにおいて、HDLコレステロールの受診勧奨判定値が削除されたため、「要精
検」判定を廃止する。

■現在

■R6年度～

単位 異常認めず 要指導 要精検 要継続治療

HDLコレステロール mg/dL 40～ 35～39 ～34 ※

＊既往歴問診で”服薬中”・”観察中”の場合には、検査結果に関係なく”要継続治療”とする。

単位 異常認めず 要指導 要精検 要継続治療

HDLコレステロール mg/dL 40～ ～39 ※

＊既往歴問診で”服薬中”・”観察中”の場合には、検査結果に関係なく”要継続治療”とする。



２ eGFRの結果表示について

eGFRの結果は、R6年度より小数点第1位まで表示させる。

■現在

■R6年度～

単位 異常認めず 要指導 要精検

eGFR mL/分/1.73m2 60～ 45～59 ～44

単位 異常認めず 要指導 要精検

eGFR mL/分/1.73m2 60.0～ 45.0～59.9 ～44.9

eGFR＝194×Cr-1.094×年齢（歳）-0.287（女性は×0.739）



3 検査項目名（γ-GTP）の変更ついて

肝機能検査項目名 「γ-GTP」 を 「γ-GT（γ-GTP）」 に変更し、文字
数制限あれば 「γ-GT」とする。



4 LGBTの結果書対応について

個人結果書より性別欄を削除し、同位置に男性は「1」、女性は「2」のコード表示
にする。ただし、その他の帳票類（紹介状、連名表、5号様式等）については、医療
機関用・団体用であるため、性別欄は残す。

また、男女で異なる基準値の検査項目【腹囲、貧血（赤血球数、血色素量、ヘマ
トクリット値）、白血球数、クレアチニン、血清鉄、TIBC、UIBC、コリンエステラーゼ、
CK】については、男女両方の基準値を印字する。

■結果書例



5 検体コメントについて

検体が「溶血」、「乳び」、「凝集」だった場合、各検査項目は判定不能となり、
個人結果書の裏面に検体コメントを以下の通り記載している。これらは正しい
検査結果が出ていないことから、各検体コメントの最後に「医療機関で再検査
をお勧めします。」の一文を追加する。

「溶血」：血清（検体）に赤血球の成分が溶け出した状態をいい、検査結果
に影響している可能性があります。

「乳び」：血清（検体）が食事等の影響で乳白色に濁った状態をいい、検査
結果に影響している可能性があります。

「凝集」：血液中の血小板同士がくっつき、小さな塊ができている状態をいい、
検査結果に影響している可能性があります。

■検体コメント 【現行】



6 がん検診理解度CHECKの更新について

H28.3のチェックリスト改訂により、受診者に対し、がん検診に関する説明資料を
個別に配布することが明記された。これを受け、「がん検診理解度CHECK」を作成
し、H28.12より配布している。

①Q3「がん死亡数上位5部位」を最新の情報に更新予定（2021→2022年）
②Q5「がん検診の精密検査の方法」の検診項目及び精密検査の方法
③事業団ホームページリンクQRコード、URL

■R6年度における変更点



6 がん検診理解度CHECKの更新について



7 特殊健康診断（騒音作業健康診断）の
聴力検査について

R5年4月20日付厚生労働省より、「騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について」の
通達があり、準拠する。【R6年1月より実施】

雇入時等健康診断
（雇入れ時・配置換え時）

オージオメータによる気道純音聴力検査
250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz、6000Hz、
8000Hz

定期健康診断 一次検査 オージオメータによる選別聴力検査
1000Hz：30dB
4000Hz：25dB、30dB

二次検査 一次検査の結果、30dBの音圧での検査で異常が認められた者、
その他医師が必要と認める者
オージオメータによる気道純音聴力検査
250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz、6000Hz、
8000Hz

～実施方法については、当事業団の営業担当にご相談ください～



7 特殊健康診断（騒音作業健康診断）の
聴力検査について

■現在

■R6年度～

0：所見なし 3：所見あり

聴力レベル
（dB）

1000Hz ～30dB 31dB～

4000Hz ～40dB 41dB～

0：所見なし 3：所見あり

聴力レベル
（dB）

1000Hz ～30dB 31dB～

4000Hz ～30dB 31dB～

【選別聴力検査判定】

【全音域検査判定】

高音域判定は、4000Hz及び6000Hzについての聴力レベルのうち、聴力低下が
より進行している周波数の値を採用する。



8 特殊健康診断における握力検査の判定について

「振動業務」「上肢作業(引金工具)」「特定化学物質(マンガン、溶接ヒューム)」
特殊健康診断で握力検査を実施しており、（旧）林業労働災害防止協会の判
定基準を参考に判定をしていたが、R6年度より判定はせず結果表示のみとする。

各個人の経年変化を評価することが重要であり、瞬発握力のみ実施している特
定化学物質健康診断の連名表については、測定値の下に前回値差（同受診項
目の直近の値）を印字する。

【参考】

・筋力低下の評価

→スポーツ庁の年度毎の統計調査結果「体力・運動能力調査結果の概要」

・振動業務健康診断

→振動障害の診断ガイドライン2013にある握力検査(瞬時握力)の判定基準



9 血液像検査の判定について

血液像検査の判定について、健診精度管理委員会において判定の見直しをした
結果、R6年度より結果表示のみとする。

単位 異常認めず 要経過観察 要精密検査

好中球 ％ 結果表示のみ

桿状核球 ％ 結果表示のみ

分葉核球 ％ 結果表示のみ

好酸球 ％ 結果表示のみ

好塩基球 ％ 結果表示のみ

単球 ％ 結果表示のみ

リンパ球 ％ 結果表示のみ

■R6年度～



①

10 肺機能検査の判定について

■R6年度～

単位 異常認めず 要経過観察 要精密検査

肺活量 mL 結果表示のみ

％肺活量 ％ 80.0～ ～79.9

努力性肺活量 mL 結果表示のみ

1秒量 mL 結果表示のみ

1秒率、
％1秒量

％
1秒率70.0～

かつ
％1秒量80.0～

1秒率70.0～かつ
％1秒量～79.9

または
1秒率～69.9かつ
％1秒量80.0～

1秒率～69.9
かつ

％1秒量～79.9
②

肺機能検査の判定については、日本人間ドック学会の判定区分に準拠する。

①と②でグレードの重い方を肺機能判定とする



11 健康診断受診票の変更

オレンジ → 緑色
へ変更

１合の
目安表
記追加

喫煙問診変更

飲酒量問診変更

保健指導受診歴
問診変更

体外医療機器
問診欄追加



１２ 協会けんぽ生活習慣病予防健診に
おける付加健診補助対象年齢の拡大

全国健康保険協会(以下、協会けんぽ)では、疾病の早期発見等の目的や健診実
施状況、定年延長の状況等を踏まえ、令和6年4月から付加健診の補助対象年齢

を現行の40・50歳から40・45・50・55・60・65・70歳へ拡大されます。

Ｑ付加健診とは？

Ａ協会けんぽの生活習慣病予防健診（一般健診）に追加できる健診です。
検査項目は、腹部超音波、眼底、肺機能、尿沈渣、血液学的(血小板数、末梢血液

像)･生化学的(総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、アミラーゼ、LDH)検査です。一般
健診に追加することで、人間ドック並みの充実した検査項目になります。
また、健診費用に対して協会けんぽが約7割を補助しますので、自己負担額がかな

りお安くなっております。

（例）一般健診のみ・・・・・・・最高 5,282円
一般健診＋付加健診・・・・最高 7,971円



付加健診は、とちぎ健康の森・コンセーレ会場での受診となります。開催日程につき
ましては、事業団のホームページ「小規模集合型健康診断実施のご案内」（トップ
ページの【新着情報】欄に掲載）をご覧ください。

宇都宮市会場の黄色
マーカーの日程が付加
健診実施日となります。



13 オンライン資格確認について

令和6年12月2日に健康保険証が廃止されます。（健康保険証については、最大1年間、従
来通り使用出来るよう、経過措置が設けられます）

これを受け、事業団での「マイナ保険証」確認は、令和6年10月よ
り対応予定です。

2024年９月30日迄の保険証確認は、これまで通りの健康保険証のみ対

応させていただきますのでご注意下さい。



14 事業団ホームページの更新について
ホームページリニューアル及び名簿提出フォーム
停止（作業期間3/29～3/31）
入替作業ため、現在ご利用いただいている事業団ホームページ【受診者名簿の提出に

ついて】は、一時停止させていただきます。4/1～は、ホームページのトップ【サービス

のご案内】⇒【団体様用受診者名簿の提出】より、これまで通りの手順で、ご利用いた
だけます。

なお、「小規模集合型健康診断実施のご案内」は、

トップページの【新着情報】欄に掲載いたします。

受診者名簿につきましては、
【団体様用受診者名簿の提出】より

ご提出ください。

新ホームページのイメージ


